移管後の運営に係る基本事項（崇仁保育所）
市営保育所の移管に当たっては，以下の基本事項を遵守していただきます。内容を御確認いただきチェック欄にチェックをしてください。
※　下記基本事項を遵守していただけない（全ての項目にチェックがない）場合，審査の対象外となります。また，移管後に基本事項の重大な違反が認められた場合は，損害賠償請求や他の法人等への再移管を行う場合があります。
※　以下の各事項において，「当分の間」とは，移管日の前日に在所している児童が卒所するまでの期間とします。
Ⅰ　保育所運営等

	１　保育所運営
	チェック欄

	定員・運営
	市職員を派遣している期間については，保育所として運営すること
	□

	
	就学前までの６年間を見通した保育を実施すること
	□

	
	定員は１５０名とすること
	□

	開所時間
	月曜日から土曜日まで以下の開所時間を確保すること

７時００分～１９時００分
	□

	休所日
	日曜日，祝日及び12月29日～1月3日のみとすること
	□

	乳児保育
	産休明けから（生後57日以降）の保育を実施すること
	□

	費用負担
	移管日の前日に在所している児童については，市営保育所で徴収する費用以外の費用負担を保護者に求めないこと（別添２参照）
	□

	
	やむを得ず保護者に市営保育所で徴収する費用以外の費用負担を求める場合は，三者協議会において協議したうえで実施すること
	□

	保健・衛生
	給食施設・設備をはじめ施設の衛生管理，児童・職員の健康管理を徹底すること
	□

	
	児童に対しては，現在市営保育所で実施している検診種別・頻度を継承すること

（0歳児に対する年12回の健診を実施すること等）（別添３参照）
	□

	安全管理
	消防計画を策定し，避難訓練及び消火訓練を毎月実施すること
	□

	
	ＡＥＤを設置し，定期的に救急救命に関する研修を行うこと
	□

	苦情処理
	苦情処理の仕組みを整備すること（苦情解決責任者，苦情受付担当者の設置）
	□

	その他
	その他，国・市などの法令，通知等を遵守し，児童の健全な発育・発達を促すこと
	□

	２　職員について
	チェック欄

	職員数
	各年度において，必要となる保育士等を確保すること
	□

	施設長
	専任の施設長とし，次のいずれかを満たすこと

・社会福祉事業の経験15年以上（うち認可保育所経験3年以上）

・認可保育所での保育経験12年以上

・社会福祉事業の経験10年以上（うち認可保育所施設長3年以上）
	□

	保育士
	平成３４年度まで派遣される市の保育士を移管日の前日に在所している児童が在籍するクラスの保育業務に従事させること
	□

	
	市の保育士を除き，次の常勤保育士を確保し，移管を受けた保育所において勤務させること
・保育士等（保育士，保育教諭，幼稚園教諭）として経験10年以上又は法人が運営する園での経験が7年以上の保育士を３人以上（うち1人は乳児保育経験のある者）
・上記のほか，乳児保育経験のある保育士を2人以上

・保育士等として経験5年以上の保育士を  1／3以上
	□

	引継ぎ・共同保育
	市が指定する引継ぎ・共同保育期間において，市が指定する職員（保育士，アレルギー除去食の知識・経験のある調理員）を配置すること
対象者
期間及び日数
園長予定者　１人
平成３２年１月～　３月　原則週２．５日
クラス担任予定者　１人
（０歳児担任のみ）
平成３１年６月～１２月　原則週　　１日
平成３２年１月～　３月　原則週　　５日
調理員予定者　１人
平成３１年６月～１２月　原則週　　１日
平成３２年１月～　３月　原則週　　５日

	□

	
	引継ぎ・共同保育に参加した法人等の職員は，移管後も継続して当該保育所で保育に従事すること
	□

	
	移管前に崇仁保育所において勤務する臨時的任用職員本人が希望した場合は，移管先法人において雇用し，当該職員が引続き移管を受けた保育所において現状と同等またはそれ以上の待遇条件で勤務できるよう努めること
	□


	職員の育成
	当分の間は，市が指定する市営保育所職員研修に出席すること（別添４参照）
	□

	
	自らの保育実践を振り返り，自己評価することを通して，専門性の向上や保育実践の改善に努めること
	□

	
	その他職員研修など職員の資質向上に積極的に取り組むこと
	□

	３　その他
	チェック欄

	第三者評価の受審
	市職員派遣終了翌年度に第三者評価を受審し，結果を公表すること
	□

	三者協議会の設置
	当分の間は，三者協議会において保育の内容の継続性及び基本事項の変更等について調整するとともに，三者協議会の決定事項については遵守すること（別添５参照）
	□

	
	保育体制の確保（ただし保育標準時間の時間帯に限る）等，保護者代表の出席に配慮すること（年４回程度，１回１～２時間程度）
	□

	情報開示
	保育所の運営状況，法人の経営状況等の積極的な情報開示に努めること
	□

	基本事項の遵守状況の検証
	本市が，移管後の運営に係る基本事項の遵守状況について検証を行うに当たっては，市の求めに応じて報告を行うとともに，立入調査の必要が生じたときにはこれに応じること
	□

	内容の変更
	移管日の前日に在所している児童が卒所した後にあっても，基本事項の内容の変更に当たっては，保護者の理解を得るよう努めること
	□

	基本事項に違反した場合の取扱い
	申請の資格又は基本事項の違反が認められた場合は，本市及び保護者からの損害賠償請求に応じること
	□

	
	移管後に申請の資格又は基本事項の重大な違反により移管に係る協定を解除した場合は，他の法人等が当該保育所の運営を行うまでの間，児童及び保護者に不利益が生じないよう，本市の指導の下，利用者の保育を保障すること
	□

	保護者対応
	保護者の不安に最大限配慮し，保護者や保護者会の要望に誠実に対応するとともに，誠意をもって解決に努めること
	□

	
	保護者会の活動に当たっては，通常の保育所の運営に支障がないと認められる範囲でホール等の利用を認めること
	□

	その他
	現在法人が運営する既設の保育所を廃止又は大幅縮小しないこと
	□

	
	建物は所有権移転登記後直ちに法人の基本財産に編入すること
	□

	
	移管を受けた保育所の運営を他の法人等に委託しないこと
	□

	
	地域との関係を維持し，地域に根差した保育所運営を行うこと
	□

	
	移管前年度に小規模保育事業者等と締結している連携項目について，小規模保育事業者等から希望があった場合，引き続き，移管前と同様の連携内容を満たした連携施設となること
	□


Ⅱ　保育内容等
	保育内容
全般
	保育所保育指針に則り，現在市営保育所が実施している保育内容（※）を尊重し，保育運営を行うこと
※　子ども一人ひとりを主体として受け止め，主体としての心を育てることを大切にする保育。「市営保育所　保育のガイドライン」参照
	□

	障害児保育
	京都市民間保育施設障害児受入促進事業及び京都市民間保育施設障害児保育対策費を活用し障害児保育を実施し，障害児（疑いのある子を含む）を積極的に受け入れるよう努めること
	□

	
	現在入所中の障害児について，市営保育所における障害児保育の取組を引き継ぐとともに，卒所又は退所までの保育を保障すること　
	□

	配慮の必要な
子どもの受入れ
	アレルギーのある子ども，被虐待児（疑いのある子を含む），家庭支援の必要な（必要と思われる）子ども，外国に文化的背景をもつ子どもなど，「一定の配慮が必要な子ども」を積極的に受け入れるよう努めること
	□

	年間行事
	当分の間は，移管前年度の行事（数，種目，内容等）を維持すること（別添６参照）
ただし，変更がある場合は三者協議会で協議すること
	□

	宗教的な

保育
	子ども及び保護者の信教の自由に配慮した保育・食事を行うこと。当分の間は，宗教的な行為（お祈り，講話等）や行事は行わないこと（クリスマスやひなまつりなど現在市営保育所で実施している行事は可）
	□

	給食・調理
	児童福祉施設における「食事摂取基準」を活用した食事計画を策定し，計画に基づき食事の提供を行うこと
	□

	
	当該保育所の調理室において調理した給食を提供すること
	□

	
	食材の安全性に配慮し，食材の産地表示を行うこと
	□

	
	栄養士による献立作成を行うこと
	□

	
	食物アレルギー等，一人ひとりの子どもの発育・発達や心身の状態に応じた食事の提供を行うこと
	□

	
	幼児に対する主食（月～土）の提供を行うこと
	□

	
	土曜日の給食の提供を行うこと
	□

	食育
	菜園活動や食事に関わる行事など食に関する体験を通じ，食事や食物への関心が深まる取組を行うこと
	□

	子育て支援事業
	園庭開放，子育て相談等，子育て支援事業を実施すること
	□


【様式Ｃ】








